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第三者委員会の設置について 

 

本年３月27日に、証券取引等監視委員会から、株式会社三菱ケミカルホールディングスによる

当社株式に対する公開買付け決定の情報（以下「本件インサイダー情報」といいます。）を当社役

員または社員から受領した者（以下「本件情報受領者」といいます。）が、当該情報に基づいて金

融商品取引法違反（インサイダー取引規制違反）をした事実（以下「本件事案」といいます。）

が認められたとして、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、本件情報受領者に課徴金納付命令

を発出するよう勧告を行った旨が公表されております。 
 

当社は、本件事案につきまして、証券取引等監視委員会からの勧告がなされたことを重く受け止

め、下記のとおり第三者委員会を設置し、当社の本件インサイダー情報の管理について検証を依

頼するとともに、改善すべき点について提言を受けることといたしましたので、お知らせいたし

ます。 

 

記 

 

1. 第三者委員会の目的 

(1) 当社における本件インサイダー情報の管理について不適切な点がなかったかを検証する

こと。 

(2) 当社における本件インサイダー情報の管理に不適切な点があった場合は、その原因の分析

を行うとともに問題改善のための提言を行うこと。 

 

2. 第三者委員会の構成（敬称略、順不同） 

(1) 委員長 三浦 正晴氏 （弁護士 元福岡高検検事長） 

(2) 委員 片山 典之氏 （弁護士） 

(3) 委員 大森 一志氏 （弁護士） 

 

3. スケジュール（予定） 

平成27年４月下旬 報告書取りまとめ（公表予定） 

 

以上 


